
　

八
雲
町
空
家
等
対
策
協
議
会

は
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法
第
7
条
第
1
項
の

規
定
に
基
づ
く
協
議
会
で
、
特
定

空
家
等
の
認
定
や
空
家
等
対
策
計

画
の
作
成
な
ど
を
審
議
す
る
協
議

会
で
す
。

【
公
募
人
数
】
1
名

【
応
募
資
格
】

　

次
の
条
件
を
全
て
満
た
す
方

・
八
雲
町
に
在
住

・
平
成
28
年
11
月
１
日
現
在
に
お

　

い
て
満
20
歳
以
上
の
方

・
八
雲
町
の
他
の
審
議
会
等
の
委

　

員
で
な
い
方
。

【
任
期
】
2
年
間

　

平
成
28
年
11
月
1
日

　
　

〜
平
成
30
年
10
月
31
日

【
報
酬
】
1
回　

5
，
6
0
0
円

【
開
催
回
数
】
年
2
回

【
応
募
方
法
】

　

別
に
定
め
る
応
募
用
紙
に
よ
り

　町民の皆様の声を広く聞き、町民主体の自治を実現することを目的に、
平成22年4月1日に八雲町自治基本条例が制定されました。
　このコーナーでは各種審議会などの委員公募や会議の開催案内、パブリックコメントの実施
についてお知らせします。
　詳しくは、各担当課へ問い合わせていただくか、町のホームページをご覧ください。

八雲町自治基本条例コーナー
八雲町の「まちづくり」に参加しませんか？

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
選
考
方
法
】

　

募
集
人
数
を
上
回
っ
た
場
合

は
、
選
考
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

【
応
募
期
限
】
10
月
28
日（
金
）

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　
建
設
課
管
理
係

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
5

【
1
．
制
定
の
趣
旨
】

　

介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
よ

り
、
こ
れ
ま
で
全
国
一
律
の
基
準

で
提
供
さ
れ
て
い
た
要
支
援
者
の

方
の「
介
護
予
防
訪
問
介
護
」と

「
介
護
予
防
通
所
介
護
」に
つ
い
て
、

市
町
村
が
実
施
す
る
地
域
支
援
事

業
へ
移
行
さ
れ
、「
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
」（
以
下

「
総
合
事
業
」と
い
い
ま
す
）が
創

設
さ
れ
本
町
で
は
平
成
29
年
4
月

か
ら
開
始
し
ま
す
。
総
合
事
業
を

実
施
す
る
に
あ
た
り
必
要
な
事
項

を
明
確
に
す
る
た
め
「
介
護
予

防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
実

施
要
綱
」を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

【
2
．
意
見
の
募
集
期
間
】

　

10
月
3
日（
月
）

　

〜
11
月
2
日（
水
）

【
3
．
提
出
で
き
る
方
】

⑴
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

⑵
住
所
を
有
し
て
い
な
く
て
も
、

　

町
内
の
事
業
所
で
働
い
て
い
る

　

方
ま
た
は
、
学
ん
で
い
る
方

⑶
町
内
で
活
動
す
る
法
人
、
団
体

※
年
齢
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
４
．
留
意
事
項
】

　

意
見
の
提
出
に
あ
た
っ
て
は
、

書
面
に
必
ず
住
所
、
氏
名（
法

人
、
そ
の
他
団
体
の
場
合
は
、
名

称
及
び
代
表
者
名
）、
電
話
番
号

を
記
載
願
い
ま
す
。
記
載
が
な
い

場
合
は
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、「
3
│
⑵
」に
該
当
す
る
方

は
、
事
業
所
名
ま
た
は
、
学
校
等

の
名
称
を
記
載
願
い
ま
す
。

　

個
人
情
報
は
、
本
件
の
内
部
管

理
に
の
み
使
用
し
ま
す
。
意
見
提

出
お
よ
び
、
検
討
結
果
の
公
表
に

あ
た
っ
て
は
、
個
人
情
報
を
公
表

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
５
．
資
料
の
入
手
方
法
】

①
次
の
場
所
へ
備
え
付
け

・
保
健
福
祉
課

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

八
雲
町
空
家
等
対
策
協
議

会
委
員
を
公
募
し
ま
す

八雲町自治基本
条例第17条の規
定に基づき、
委員の一部
を公募
します

八
雲
町
介
護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
総
合
事
業
実
施
要
綱

（
案
）の
制
定
に
つ
い
て

・
八
雲
町
役
場
住
民
生
活
課

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

②
八
雲
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
自
治

　

基
本
条
例
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）か

　

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

http://w
w
w.tow

n.

　

yakum
o.lg.jp/pr/jichi/

【
提
出
方
法
】

①
書
面
の
持
参

（
上
記
備
え
付
け
場
所
と
同
様
）

②
郵
送　

 

〒
0
4
9
│
3
1
1
7

　

八
雲
町
栄
町
13
番
地
1

　

シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内

　

保
健
福
祉
課　

宛

③
フ
ァ
ッ
ク
ス

④
電
子
メ
ー
ル

  hoken@
tow
n.yakum

o.lg.jp

※
電
話
で
の
申
し
込
み
は
受
け
付

　

け
て
い
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

　
（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
0
1
3
7
│
64
│
2
1
1
1

　
5
0
1
3
7
│
63
│
4
4
1
1

八雲町自治基本
条例第14条の規
定に基づき、
町民皆様から
広く意見を
公募します

〈
広
告
〉

広報   10月号　20


